
申請法人に該当するか調査

住宅困窮者へ貸出

・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第４条に基づく公益認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人

使用の相談・申請（第１号様式（３枚）・添付資料を提出）

・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律第４０号に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人

・社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人

・非特定営利活動法に基づき設立された特定非営利活動法人

目的外使用申請の可否について回答（第２号様式にて回答） ２週間～１か月程度を想定

希望する部屋の相談・申請（行政財産使用許可申請書類を提出）

　　　　　　　　希望する部屋（原則EV無しの高層階）の準備及び使用許可

２～４か月程度を想定

許可日から年度末までの使用許可（継続して使用する場合は年度毎の更新手続きが必要）

※ 使用許可期間中は、入居者の有無に関わらず、使用料が発生。（該当する部屋の第一階層家賃相当額）
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